
３　市町村合併に関する支援措置
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合併により想定される建設事業費の増加

類　　 型
中核市・

特例市創造型
都市圏域発展型

都市・農山村
融合型

市制移行型 行財政基盤強化型 過疎地域連合型

想定モデル ３市 １市１町村 １市３過疎町村 ６町村 ２町村 ２過疎町村
平均的な普通建設事業費
(単年度、億円) A 185.3 87.0 92.2 52.6 25.9 18.1
合併特例債による追加的普通建設事業
費（単年度推計、億円）  Ｂ 80.1 24.7 41.1 55.2 10.8 6.8
合併市町村の平均的な普通建設事業費
（Ａ＋Ｂ） 265.4 111.7 133.3 107.8 36.7 24.9

普通建設事業費増加割合(B/A、％) 43% 28% 45% 105% 42% 38%
合併特例債標準全体事業費
（総額、億円、 Ｂ×７．５年） 600.8 185.3 308.3 414.0 81.0 51.0
増加需要額（５～１０年間に基準財政需
要額に加算される総額、億円） 399.5 123.2 205.0 275.3 53.9 33.9

 備　　　　　　　　　　　　　考
※想定する合併のパターン

１０万人×３市 １０万人＋11,820人
１０万人＋6,150人×３

町村
11,820人×６町村 11,820人×２町村 ６，１５０人×２町村

人　　　口 300,000 111,820 118,450 70,920 23,640 12,300
類似団体類型 都　市　Ⅴ－４ 都　市　Ⅲ－４ 都　市　Ⅲ－４ 都　市　Ⅱ－４ 町　村　Ⅵ－３ 町　村　Ⅲ－２

    注１　「平均的な普通建設事業費A」は、想定するケースについて全国の類似団体指標に当てはめて算出した。
    注２　「合併特例債による追加的普通建設事業費B」は、標準全体事業費の上限額を７．５年間（平均事業期間）で除して算出した。
    注３　「標準全体事業費」は１８０億円×合併後人口補正×増加人口補正×合併関係市町村数補正により算出した。
    注４　「増加需要額」は、標準全体事業費に９５％（充当率）と７０％（普通交付税基準財政需要　額への算入率）を乗じて算出した。

☆分析に用いた標準的な市町村の設定
①標準的な市（人口１０万人、類似団体類型のⅢ－４に該当）
②標準的な町村（過疎町村を除く）（府内21町村平均人口11,820人、類似団体類型Ⅲ－３に該当）
③標準的な過疎町村（府内11町村平均人口6,150人、類似団体類型Ⅱ－２に該当）

189


